
議案第５６号 

 

工 事 請 負 変 更 契 約 締 結 の 件 

 

令和４年９月市議会定例会において議決された議案第７５号について、下記のと

おり変更契約を締結したいので、宇部市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条の規定により、市議会の

議決を求める。 

  令和５年６月１日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑  圭  二 

 

記  

 変更請負金額  一金 ３５９,９２９,９００円也 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

（当初 一金 ３５５,６３０,０００円也） 

【説明】 

１ 工  事  名  神原小学校屋内運動場改築（建築主体）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市神原町一丁目１番１号 

３ 工事の概 要  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建て 

延べ面積 ８９３.９４㎡ 

４ 契約の相手方  島田工務店・髙橋建設共同企業体 

代表者 宇部市小松原町二丁目４番１８号  

株式会社島田工務店 

代表取締役  島  田   政  明  

宇部市松山町一丁目７番２７号 

髙橋建設株式会社 

代表取締役  髙  橋   文  男  

５  変更の理由  資材価格及び賃金の上昇に伴うインフレスライド条項の適用に

より、工事請負金額を増額変更するものである。 
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   令和 5 年 5 月 30 日 

 
 

令和 4 年度宇部市文化財審議会の開催状況について 

 
１ 目 的 

審議会は、本市の区域内に存する文化財の保存と活用に関する調査・審議を行う。 

 
２ 所掌事務 
  審議会は、教育委員会の諮問に応じ、調査審議し、教育委員会に答申するものと

する。 

 
３ 担当課 
  学びの森くすのき・地域文化交流課 

 
４ 開催状況 

 
・ 日 時  令和 5 年 3 月 28 日（火） １３：３０～１５：００ 

 ・ 場 所  宇部市学びの森くすのき 市民交流室 

・  教育長あいさつ 
・  会長あいさつ 

 ・ 議 事 

Ⅰ 報告・協議事項 

(1) 令和４年度文化財保護事業の実施報告について     

(2) 令和５年度文化財保護事業の実施計画について       

    (3) 宇部市指定天然記念物「岡崎八幡宮のクスノキ」の樹勢回復事業について  

(4) 宇部市史編さん事業について            

Ⅱ その他  

 

 

 



宇部市文化財審議会委員名簿 

 

（任期：令和３年５月１日～令和５年４月３０日） 

 

 

 

 

 

 

 氏  名 担当種別 備  考 

１ 岩元
イワモト

 修一
シュウイチ

 古文書、歴史資料 元宇部工業高等専門学校教授 

２ 岡本
オカモト

 麻美
マ ミ

  絵画 山口県立美術館 学芸員    

３ 戸坂
ト サ カ

 芳
ヨシ

朗
ロウ

 
天然記念物（植

物） 
樹木医 

４ 松本
マツモト

 久美子
ク ミ コ

 
歴史（日本古代

史） 
周南市美術博物館学芸員   

５ 若山
ワカヤマ

 さやか   歴史全般、博物館 山陽小野田市歴史資料館 館長 

６ 渡辺
ワタナベ

 一雄
カ ズ オ

 考古、史跡 元梅光学院大学教授 









































一般財団法人宇部市文化創造財団の公益法人化について 

 

 一般財団法人宇部市文化創造財団が、「山口県公益認定等審議会」の答申を経て、令

和 5 年（2023 年）4 月 1 日付で山口県知事から「公益財団法人」として認定されまし

た。 

 

１ 公益法人化の目的 

 宇部市文化創造財団は、市民の幅広い文化活動を支援するとともに、様々な文化に

触れる機会や場の提供、情報発信などを行うため、平成25年 10月に設立されました。 

この度、創設から節目の 10 年を迎える中、公益財団法人として実施事業の公益性

を明確化することにより、市民の鑑賞体験や文化交流の促進、次世代の育成、文化団

体活動の支援など、本市の文化振興がより一層推進されることが期待されます。 

 

 

２ 公益法人化のメリット 

（１）社会的信用力が高くなり、事業を進めやすくなる。 

（２）寄附税制上のメリットがある。 

（３）財団が行う事業について法人税減免の対象となる。 

 

 


